
 別表 

事業の種類 具体的な事業内容 選定要件 交付率及び助成額 

１ 活動計画策定事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農山漁村が持つ豊かな地域資源を

活用した地域の創意工夫による次の

①から③までの取組に係る活動計画

づくりを支援する。 

① 都市と農山漁村の人々が交流す

るための取組 

② 都市住民が農山漁村に定住する

ための取組 

③ 農山漁村で暮らす人々が引き続

き住み続けるための取組 

 

支援の内容は、以下のとおりとす

る。 

 

（１）アドバイザーを活用したワーク

ショップ等を通じた地域の活動

計画の策定 

ア ワークショップ開催 

地域住民間で徹底した話合

  以下の要件を全て満たすこと

とする。 

   

（１）農林水産業及びその基盤

となる農山漁村の振興を図

る取組であること。 

 

（２）自立的かつ発展的な取組

であって、地域の維持及び

活性化に対する効果が見込

まれること。 

 

 

（３）具体的な事業内容欄の

（１）及び（２）の取組に

ついて、少なくとも同欄の

（１）のイの取組以外の全

ての取組を実施すること。 

 

 交付率及び助成額は、以下のとおりとする。 

 

（１）交付率は、定額とする。 

 

（２）具体的な事業内容欄の（１）及び（２）を合

わせた各年度の助成額の上限は、次のとおり

とする。 

ア 事業開始年度は、500 万円とする。 

    ただし、具体的な事業内容欄の（１）につ

いては、300 万円を上限とする。 

イ 事業開始から２年目の年度は、250 万円と

する。 

    

（３）具体的な事業内容欄の③の取組に係る活動計

画を策定のうえ同欄の（２）のイの取組を行い、

かつ、事業を実施する地域が次の（４）の要件

に該当する場合の助成額の上限は、次のとおり

とする。 

ア 事業開始年度は、600 万円とする。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いを行うための、専門知識を持

ったアドバイザーがコーディ

ネートするワークショップの

開催 

イ 先進地の視察及びセミナー

への参加 

地域活性化のコーディネー

ターの育成及び地域住民の意

識改革を行うための先進地の

視察及びセミナーへの参加 

ウ 活動計画の策定 

ア及びイの取組を踏まえた

地域の将来像を構想するため

に必要な活動計画（「交流」や

「定住」へ繋がる定量的な数値

目標を記載するもの）の策定 

（４）次のアからウまでの事業

において採択された事業実

施主体ではないこと。 

ア 食と地域の交流促進対

策交付金実施要綱（平成

23 年４月１日付け 22 農

振第 2356 号農林水産事

務次官依命通知）に規定

する食と地域の交流促進

対策交付金 

イ 都市農村共生・対流総

合対策交付金実施要綱

（平成 25 年５月 16 日付

け25農振第 393号農林水

産事務次官依命通知）に

規定する都市農村共生・

対流総合対策交付金 

ウ 農村集落活性化支援事

業実施要綱（平成 27 年４

月９日付け 26 農振第

1905 号農林水産事務次官

 ただし、具体的な事業内容欄の（１）につ

いては、300 万円を上限とする。 

イ 事業開始から２年目の年度は、350 万円と

する。 

ウ 事業開始から３年目の年度は、100 万円と

する。 

 

（４）事業を実施する地域が次のアからケまでのい

ずれかに該当する場合 

ア 特定農山村地域における農林業等の活性

化のための基盤整備の促進に関する法律（平

成５年法律第 72 号）第２条第１項に規定す

る特定農山村地域 

イ 山村振興法（昭和 40 年法律第 64 号）第７

条第１項の規定に基づき指定された振興山

村 

ウ 過疎地域自立促進特別措置法（平成 12 年

法律第 15 号）第２条第１項に規定する過疎

地域（同法第 33 条第１項又は第２項の規定

により過疎地域とみなされる区域を含む。） 

エ 半島振興法（昭和 60 年法律第 63 号）第２

 

（２）地域の活動計画に掲げられた取

組の体制構築及び実証活動 

ア 体制構築 

 活動計画に掲げられた取組



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を実施するために必要な体制

の構築 

イ 実証活動 

 活動計画に掲げられた取組

の具現化に向けた実証活動及

び普及啓発に資する情報発信  

 

 

 

 

 

 

 

依命通知）に規定する農

村集落活性化支援事業 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

条第１項の規定に基づき指定された半島振

興対策実施地域 

オ 離島振興法（昭和 28 年法律第 72 号）第２

条第１項の規定に基づき指定された離島振

興対策実施地域 

カ 沖縄県振興特別措置法（平成 14 年法律第

14 号）第３条第１号に規定する沖縄 

キ 奄美群島振興開発特別措置法（昭和 29 年

法律第 189 号）第１条に規定する奄美群島 

ク 小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和 44

年法律第 79 号）第４条第１項に規定する小

笠原諸島 

ケ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和 37 年法律

第 73 号）第２条第２項の規定に基づき指定

された特別豪雪地帯 

２ 人材活用事業 

 

 

 

 

 

 農山漁村が持つ豊かな地域資源を

活用した、都市と農山漁村の交流及び

定住に資する地域活動の推進のため、

意欲ある地域外の人材を長期的に受

け入れ、又は地域外の人材が有するＩ

ＣＴ等の専門的スキル等を活用する

以下の要件を全て満たすこと

とする。  

 

（１）事業の種類欄の１の事業

と併せて実施することと

し、本事業の計画期間内に

 交付率及び助成額は、以下のとおりとする。 

 

（１）交付率は、定額とする。 

 

（２）各年度の助成額の上限は、250 万円とする。 

ただし、そのうち人件費に相当する額につい



 取組 完了すること。 

 

（２）本事業に従事する人材は、

事業実施主体と連携し、事

業の種類欄の１の事業に対

応した取組を実施するこ

と。 

 

（３）活用する人材は、１年の

うち６か月以上の期間、事

業実施主体と連携して、本

事業に従事すること。 

ては、200 万円を上限とする。 

また、研修手当の上限単価は月額 14 万円と

する。 

３ 農山漁村情報発信

事業 

 

 

 農山漁村のポテンシャルを引き出

すことにより地域の活性化や所得向

上に取り組んでいる優良な事例、世界

農業遺産や日本農業遺産について、全

国への情報発信等を行う取組 

 情報発信等を通じ、優良事例

や世界農業遺産、日本農業遺産

に対する都市住民の認知度向上

や他地域への横展開を図る取組

であること。 

 交付率及び助成額は、以下のとおりとする。 

 

（１）交付率は、定額とする。 

 

（２）取組ごとの助成額の上限は、農村振興局長が

別に定める公募要領によるものとする。 

 


